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基本構想 

基本計画 

設 計 

建 設 

１ 基本構想策定の目的 

本町では、健康づくり、子育て支援、高齢者福祉を個別に考えるのではなく、町民一人一人の暮らしの

流れとして一体的に支えていく取り組みや子どもから高齢者まで、誰もが安心して暮らし続けられる環境

づくりを推進するための拠点として、本町の子育て環境の充実及び福祉施策の推進、町民の利便性向

上を図るため、「町民会館跡地一体」を活用した複合施設「健康子育て福祉ゾーン」を整備することを目

指しています。 

この基本構想は、本町における公共施設の課題、利用者や関係団体等のニーズ等を踏まえて、当該複

合施設の機能集積と複合化のあり方について、その方向性を示すものです。 

 

（整備の流れ） 

 

             基本コンセプト、施設の機能の方向性、施設整備方針などの検討 

 

     施設の機能、諸室構成・規模、配置計画の具体的検討 

概算事業費等の検討 

 

             基本設計、実施設計、開発行為申請 

 

造成工事、建築工事 

 

 

２ 基本構想の位置づけ 

２－１ 計画の体系 

基本構想は、本町の基本方針である「添田町第 6 次総合計画」、「第 2 期添田町地域福祉計 

画」など、上位計画との整合を図り、策定するものです。 

２－２ 上位関係計画等の概要 

（１） 本構想の位置づけは、上位計画である「添田町第 6 次総合計画」「第 2 次総合戦略」に 

即した構想であるとともに、「第 2 期添田町地域福祉計画」「第三期添田町子ども・子育て支援 

事業計画」などの各計画とも整合を図りつつ、策定するものです。 

総合計画は本町における行政運営の最上位計画であり、本町の全ての住民や事業者、行政が 

行動するための基本的な指針となるものです。 

町民憲章に掲げられた５つのまちづくりの方向性を基本理念とし、将来像（ビジョン）「いつまで

も健康で住み続けられる・住みたくなるまち」のもと、6 つのありたい姿を目指しています。 
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基本理念 

一、みんなが健康で明るくあたたかい家庭と、うるおいのあるまちをつくります。 

一、教育とスポーツの振興につとめ、青少年が健全に成長するまちをつくります。 

一、恵まれた美しい環境と先輩の業績に感謝し、福祉豊かな活力あるまちをつくります。 

一、創意と工夫により、生産を高め、産業と文化のいきづくまちをつくります。 

一、恵まれた文化財や美しい自然を大切にし、訪れる人々をあたたかく迎える魅力ある観光の 

まちをつくります。 

6 つのありたい姿 

「住みたい・住み続けたいまち」 

「人が集まり賑わうまち」 

「誰もが孤立せず健康に過ごせるまち」 

「安全・安心に暮らせるまち」 

「子育て支援・教育が充実したまち」 

「自立と協働のまち」 
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３ 複合施設の必要性 

３－１公共施設の充実 

多世代交流や地域コミュニティ醸成のほか、多目的に利用できる空間とすることで維持管理費縮減

効果が期待できます。また、関連する施設が一体的になることでサービス向上や連携による相乗効果

も期待できます。施設の機能については、それぞれの規模の設定を行ったうえで、各機能の複合化を図

るとともに、会議室等を共用することで効率的な施設を目指します。 

３－２ 総合的な福祉の拠点づくり  

    高齢者・障がいのある方・子ども・子育て世代等が、交流しながら健康づくりと福祉を推進するエリ

アの形成を念頭に、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して過ごせる健康と福祉の拠点

づくりを目指します。 

3－3 癒しの空間づくり 

自然環境を活用した広場などで、誰もが心身の健康を育む空間づくりを目指します。 

３－4 安全・安心なまちづくり（防災機能の充実）  

    災害発生時には、災害ボランティアセンターとして活用できる施設を目指します。 

 

４ 既存施設の状況 ※P19～20（資料１）複合化する施設の現況、（資料２）複合化する施設の概要 

4－1 保育園、子育て支援センター 

施設や設備の老朽化、バリアフリー対応などの問題が顕在化しています。 

また、令和４年に設置した有識者会議の意見では、今後の更なる人口減少や公立保育園の在り方

等を踏まえ、4 園を１園とし、公立で運営するべきである等の意見があっています。 

令和８年度からは、園児数の減少により、たから保育園を休園とし、みどり保育園とくるみ保育園２

園での運営となります。 

（現有施設の利活用等） 

・旧くるみ保育園⇒解体を検討します。 

・現くるみ保育園及び子育て支援センター（旧英彦中学校）⇒利活用を検討します。 

・ひかり保育園⇒解体を検討します。 

・みどり保育園⇒利活用を検討し、活用が図れないと判断した場合は、解体します。 

・たから保育園⇒令和８年度から福祉施設整備完了までは、児童発達支援事業所として利用します。 

4－2 児童発達支援事業所 

施設や設備の老朽化、バリアフリー対応などの問題が顕在化しています。また、屋外遊戯においては、

遊具がないために旧真木小学校を利用していましたが、廃校により現在は利用不可となっています。

併せて、旧真木小学校の跡地を蓄電池施設等の企業誘致を行うため、児童の安全面を考慮して、令

和８年度から施設整備完了までは、たから保育園を活用して運営を行います。 

（現有施設の利活用等） 

 民間事業者への貸付等を検討します。 



（案） 

4 
 

4－3 ふれあいの館ジョイ 

令和２年に設置した有識者委員会では、現施設の立地場所等による利便性の悪さから、別地へ機

能移転するべきである旨の意見があっています。 

なお、社会福祉協議会の将来計画においても別地への移転を掲げています。 

（現有施設の利活用等） 

民間事業者への貸付等を検討します。 

4－4 地域包括支援センター 

施設や設備の老朽化、バリアフリー対応などの問題が顕在化しています。 

（現有施設の利活用等） 

 利活用を検討し、活用が図れないと判断した場合は、解体します。 

4－5 保健センター（健診スペース） 

施設や設備の老朽化、バリアフリー対応などの問題が顕在化しています。 

当該施設は、福岡県の人材開発センターの一部を借用し、健康・子ども保健係の事務所（２階）及

び健診等を実施する多目的スペース（１階）を確保していますが、老朽化が著しい現状であるものの、

福岡県においては、改修等の予定はありません。 

 

5 計画地の概要  

5－1 計画地の立地特性 ※P21～24（資料３）位置図、（資料４）集積図①、（資料５）集積図② 

この基本構想における計画地は、町民会館跡地一体を活用して整備することを目指します。 

町民会館跡地一体は、町全域の中心に位置し、町内各地域からアクセスしやすい地域です。 

約 6,374 ㎡の空間は、町民会館があった東側が高く、西側の県道５２号八女香春線付近とは３m

程度の高低差があります。また、東側は西に向かってなだらかな下りの傾斜となっているため、この段

差を活用した空間等の整備、配置を検討します。 

基本計画の策定に応じて、周辺用地の活用（買収を含む）を検討します。 

5－２ 計画敷地の概況 

計画地 添田町大字添田 517 番１ 外 7 筆  

敷地面積 6374.81 ㎡ 

都市計画区域 非線引き・用途指定なし 

容積率（上限値） 200%  建ぺい率（上限値） 70%  

南側前面道路（県道 451 号 英彦山添田線） 幅員約 6.0ｍ  

西側前面道路（県道 52 号 八女香春線） 幅員約 9.7ｍ  

その他地区 添田町景観計画区域内、宅地造成等工事規制区域 

関連法令 建築基準法及び施行令、都市計画法、バリアフリー法、消防法、浄化槽法、福岡県福祉 

のまちづくり条例、エネルギー使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する 

法律 
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6 利用者等のニーズ 参考資料 ※P25～33（資料６）町民アンケート用紙 

６－1 町民アンケート 

６－1－１アンケート調査の実施について 

令和８年１月２３日から令和８年２月１３日にかけて「健康子育て福祉ゾーン基本構想策定に係る町

民アンケート」を実施しました。 

（１）対象者 

 ア 義務教育終了前までの子どもがいる世帯約 380 世帯（以下「子育て世帯」という） 

 イ 義務教育終了前までの子どもがいない世帯 1,000 世帯（無作為抽出）（以下「一般世帯」とい 

う） 

（２）調査方法及び回答状況 

 ア 子育て世帯については、保護者連絡アプリにより WEB アンケートを実施、118 件の回答（回収率

約 31％） 

 イ 一般世帯については、郵送にてアンケート調査を実施、350 件の回答（回収率約 35％） 

 

６－1－２ アンケート調査の集計結果について 

（１）子育て世帯の集計結果 

 ア 回答者の属性 

（ア）年齢（選択式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）居住地区（選択式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8% 

0.8% 

5.1% 



（案） 

6 
 

（ウ）主な交通手段（選択式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 健康子育て福祉ゾーン（複合施設）に求める機能 

（ア）「全世代の町民が利用しやすい施設」であるためには、どのような環境であることが重要と考

えますか（複数選択式（最大３つ）） 

「子どもだけでも訪れやすい環境（子どもが自分の意思で自由に過ごせる環境、子どもが一人で

も相談しやすい環境など）」が一番多く、次に「子どもを連れていきやすい環境（親子がくつろげる環

境など）」、３番目に「安心して健診や検診が受診できる環境」となりました。 

調査結果として、子育て世代は、子どもの居場所としての機能と親の安心につながる支援機能を

一体的に求めている点が特徴でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4% 

0.8% 
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 （イ）ユニバーサルデザインやバリアフリー設備を取り入れた複合施設の実現のためには何が重要

と考えますか（複数選択式（最大３つ）） 

「車いすやベビーカーのまま利用できる段差のないフロアや通路等の整備」が一番多く、次に「親

子や高齢者、障がい者を問わず誰もが利用しやすいトイレの整備」、三番目に「利用しやすい駐車ス

ペースの整備」となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 整備地について 

（ア）旧町民会館跡地及びその周辺を複合施設の整備地として検討していますが、それ以外に最も

適していると思われる候補地はありますか。（選択式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）【ある】と答えた方にお伺いします。『旧町民会館跡地及びその周辺』よりも適している場所を

記入して理由を選んでください（自由記載）ｎ＝15 

旧添田小学校などの学校跡地が１１件、その他はオークホール周辺や添田駅周辺等の意見が見

られた。また、理由として、「敷地が広い」、「人が集まりやすい」、「駅が近い」との意見が多数でした。 
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 （２）一般世帯の集計結果 

  ア 回答者の属性 

（ア）年齢（選択式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）居住地区（選択式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）主な交通手段（選択式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 健康子育て福祉ゾーン（複合施設）に求める機能 

（ア）「全世代の町民が利用しやすい施設」であるためには、どのような環境であることが重要と考

えますか（複数選択式（最大３つ）） 

「非常時には感染症対策拠点や災害時支援拠点として活用できるスペースのある環境」との回

答が一番多く、次に「安心して健診や検診が受診できる環境」、３番目に「気軽に相談ができる環境」

となった。子育て世帯以外の調査結果からは、非常時の拠点としての機能と健康・福祉・日常的な

4.9% 

5.1% 
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利用のしやすさを重視する傾向が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）ユニバーサルデザインやバリアフリー設備を取り入れた複合施設の実現のためには何が重要 

と考えますか（複数選択式（最大３つ）） 

「親子や高齢者、障がい者を問わず誰もが利用しやすいトイレの整備」が一番多く、次に「スロー

プや手すりなどの充実した整備」、3 番目に「車いすやベビーカーのまま利用できる段差のないフロ

アや通路等の整備」となりました。 
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 ウ 整備地について 

（ア）旧町民会館跡地及びその周辺を複合施設の整備地として検討していますが、それ以外に最も 

適していると思われる候補地はありますか。（選択式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）【ある】と答えた方にお伺いします。『旧町民会館跡地及びその周辺』よりも適している場所を

記入して理由を選んでください（自由記載）ｎ＝46 

旧添田小学校などの学校跡地が 19 件、その他は「オークホール周辺」や「添田駅周辺」、「添田

町体育館周辺」、「現在の役場がある場所」等の意見が見られた。また、理由として、「敷地が広い」、

「人が集まりやすい」、「交通アクセスがよい」との意見が多数でした。 

（３）自由記載の意見について 

 ア 子育て世帯の主な傾向と意見内容 

 （ア）子どもが遊べる場所の整備に対する意見 

「天候に左右されない遊び場や遊具の設置してほしい」や「夏場でも火傷せずに遊べる遊具の

設置（日陰の確保も含め）してほしい」、「多年齢でも遊べる場（乳児も含め）を確保してほしい」と

の意見がありました。 

 （イ）交通手段・アクセスに対する意見 

    「町バスの停留所を複合施設に設置し、交通手段のない人、子どもや高齢者などいろんな人が

利用しやすい場所にしてほしい」や「旧町民会館の駐車場が使いづらかったので、使いやすい駐

車スペースを確保してほしい」との意見がありました。 

（ウ）カフェ・図書館・交流スペースに対する意見 

「ワークスペースやカフェ、落ち着いて集中できる空間を作ってほしい（いろんな世代か使える）」、

「図書スペースがあるカフェを設置してほしい」、「利用者が安心して足を運びくつろぎ、いろんな世

代の方が交流できるスペースが欲しい」との意見がありました。 

 イ 子育て世帯以外の主な傾向と意見内容 

 （ア）施設の機能に関する意見 

「他市町村にある複合施設のような施設を整備してほしい（バリアフリーで多目的に使える研修

室等がある施設）」、「図書館児童館が使えない日に学生が使えるようになれば良いと思う」、「子ど

もから高齢者までが共通で使え、ゲーム感覚で運動できる施設（大型のタッチスクリーンを活用した）

があれば良い」、「静かに過ごせるスペースの確保（ワーキングスペース・カフェ等）」、「いろんな住

民（高齢者も子ども等）が一緒の空間でくつろげる場所で（玄関ホールなど）過ごしたい」などの意
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見がありました。 

（イ）交通手段・アクセスに対する意見 

「歩いて行くにはちょっと無理かなと思わなくてすむような交通手段があれば良いと思う」、「使い

やすい駐車スペースの確保をしてほしい」、「施設に入りやすい導線を確保してほしい（自動車やバ

ス）」、「車イス、障がい者、ベビーカーの方々が雨天時でも乗降しやすいようにカーポートなどを設

置してほしい」との意見がありました。 

 （ウ）財政面に関する意見 

「少子高齢化が進み収入源も厳しくなるのでランニングコストがあまりかからないように」、「新たな

施設を作る財源があるのか」、「人口に適した規模の施設を考えてほしい」などの意見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P５～11 の町民アンケート及び P12～13 の各施設へのヒアリ

ング結果を踏まえて、「7 複合施設整備の基本的な考え方 」、

「8 施設の機能」を作成しています。 
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 ６－2 ヒアリング結果について 

６－2－１各施設職員へのヒアリング調査の実施について 

本ヒアリングは、健康子育て福祉ゾーンの整備にあたり、実際に運営を担う関係職員から、ハード 

面（施設・設備）およびソフト面（運用・管理）について意見の聴取を行いました。 

（１）対象者 

ア 児童福祉分野 

保育所および児童発達支援事業を運営する一般財団法人 添田福祉会 職員 

イ 高齢者・地域福祉分野 

高齢者福祉および地域福祉事業を担う社会福祉法人 添田町社会福祉協議会 職員 

６－2－２ ヒアリング結果について 

  （１）全分野共通の認識事項（重要事項） 

   ア 駐車場の確保 

高齢者・共用部分：約 40 台 

児童関係施設：15～20 台 

児童利用者と高齢者利用者の駐車場分離が望ましい（安全面配慮） 

イ セキュリティ対策 

高齢者・共用部と児童エリアの明確なゾーニング 

特に児童エリアへの立入制限が必須 

防犯カメラ・インターホン等の導入を前提とした設計 

ウ 施設機能の棲み分け 

高齢者関係／保育所／児童発達支援事業を一定程度区切った配置が必要 

エ アクセス性の向上 

車での乗り入れ・送迎がしやすい配置 

町バス停車場所、送迎待機スペースの確保 

BRT 等との接続も視野に入れた動線計画 

  （２）児童分野からの主な意見 

ア 施設外部（屋外・動線） 

雨天時対応の送迎動線屋根 

プール遊びが可能な屋外スペース 

芝生（裸足で遊べるスペース）・日よけの設置 

遊具：ブランコ、滑り台、砂場、芝生用小型遊具、療育対応の吊り下げ遊具 

イ 施設内部 

子育て支援センターは複数室構成 

ほふく室に隣接した調乳室・沐浴室 

授乳室の設置 

多様なトイレ整備（未就学児用／小中学生用／バリアフリー） 

多目的スペースにステージ・暗幕 
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保育室内または隣接トイレ・手洗い場の設置 

医務室は事務室の隣接配置 

調理室横の専用トイレ（衛生対策） 

外部からの手洗い・足洗い場 

十分な容量の倉庫（備品・個人情報管理） 

ウ 運用面 

保育所と児童発達支援事業所は空間的分離 

利用児童の飛び出し防止など安全管理設備 

交流スペースとの動線・管理の明確化 

（３）高齢者・地域福祉分野からの主な意見 

ア 施設外部 

教室・入浴利用での駐車場混雑回避 

災害ボランティア対応スペース（炊き出し・簡易かまど・広場） 

防災倉庫（軽トラック対応） 

車両出入口の一方通行化検討 

ボランティアセンター拠点機能（広場受付可） 

職員・利用者用階段の設置 

イ 施設内部 

介護予防教室に必要な十分な面積 

教室隣接の倉庫（道具・マット保管） 

相談室と事務所の近接配置 

外部搬出可能な専用倉庫 

多目的スペースへのステージ（可動式可） 

簡易キッチン・給湯設備 

福祉避難所機能を見据えた調理・パントリー 

分野横断の相談・会議が可能な共有スペース 

陶芸・茶道・子ども室機能の継続可否検討 

ウ 運用面 

中学生の居場所づくりとしての活用検討 

スクールバス経由案 

町バスの停車・待合スペース整備 

（４）ヒアリング結果のまとめ 

本ヒアリングから、「安全性」「機能分離」「アクセス性」「災害対応」が健康子育て福祉ゾーン

整備における最重要キーワードであることが明確となりました。 
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7 複合施設整備の基本的な考え方  

7－1 コンセプト 

（1）子育てしやすい環境の充実 

少子化対策は全国的に重要な課題となっており、本町においても、子育て支援の充実を推進して

います。一方、子育て環境等についてみると、施設や設備の老朽化、バリアフリー対応などの問題が

顕在化し、町民ニーズに十分に応えられていない状況です。このような状況のなか、子育て環境の整

備を推進する必要があります。 

（2）福祉相談サービスの向上 

本町では、今後更なる少子高齢化の進展が想定されます。 

このような状況のなか、高齢者、障がい、子ども、健康、生活困窮など、様々な課題に対して、相談

支援できる体制、総合的な福祉サービスの新たな拠点の整備が必要と考えます。 

（3）公共施設の複合化 

複合化により、多世代交流や地域コミュニティ醸成のほか、多目的に利用できる空間とすることで

維持管理費縮減効果が期待できます。また、関連する施設が一体的になることでサービス向上や連

携による相乗効果も期待できます。 

（4）交流の場づくり 

福祉を考える上でも日常的な地域や多世代のコミュニティの醸成は重要であると考えます。加え

て、核家族化や地域のつながりの希薄化の中、子どもたちや子育て世代、高齢者、障がいのある方

など、多世代が気軽に集まり交流できるような場づくりが必要です。 

7－2 ゾーニングのイメージ ※ P34～35（資料５）ゾーニング A（分散配置）、（資料 6）ゾーニング B 

（1）子育てエリア（保育園、子育て支援センター、児童発達支援事業所） 

（２）福祉エリア（老人福祉センター、社会福祉協議会、地域包括支援センター） 

（３）交流、共生エリア（健（検）診会場、多目的利用） 

（４）屋外広場エリア（駐車場と併用可能、検診バス駐車） 

（５）駐車エリア 

7－3 整備方針  

子育てエリアでは、子ども（乳幼児）を預ける場所、子育ての相談、健診等の場として一層利用され、

子育て支援につなげるため、保育園、児童発達支援事業所、子育て支援センターを同一施設内に、福

祉エリアでは、高齢者の憩いの場、介護予防等の場として一層利用され、健康寿命の延伸につなげる

ため、老人福祉センター、社会福祉協議会、地域包括支援センターを同一施設内に整備します。また、

交流、共生エリア及び屋外広場エリアでは、会議室や相談室など共用できる施設は、集約化するととも

に多目的に利用できる空間を整備します。 

これにより、関係機関が連携し、利用者が抱える不安や課題を適切な機関につなぐなど、支援の充

実に繋がるようにします。 

更には、子供と大人が同じ場所で遊び学ぶことができる、インクルーシブ遊具や高齢者向けの健康

遊具の設置とコワーキングスペース整備を検討し、住民が交流する地域共生の拠点「多世代が共に
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健康に過ごせる地域インフラ」の整備を目指します。 

ポストコロナ社会への対応として、ウイルス感染のリスクを低下させるため、風通しのよいオープンス

ペースの確保や換気能力の高い設備の導入による換気機能の強化、接触感染リスクを軽減するコン

タクトレスな屋内空間の整備等について留意します。 

整備にあたっては、現在の活動を継続できるよう、必要な機能を整備します。なお、社会福祉協議会

は、災害時には災害ボランティアセンターの事務所となるため、必要な設備を確保します。また、駐車場

の配置は利用者の利便性のほか、歩道の歩行者の安全確保にも配慮します。更には、玄関前にコミュ

ニティバスやタクシーの乗降所、障がい者駐車場、駐輪場を設け、各乗降所から各施設へのアクセス

性と悪天候に配慮します。 

ユニバーサルデザインに基づき、段差のないスロープ、自動ドア、多目的トイレ、視覚・聴覚に配慮し

た案内表示、車いすなどの動作空間を配慮したレイアウトなどを検討します。 

また、2050 年カーボンニュートラル実現に向け、政府方針に基づき推進されている、太陽光発電の

積極導入、新築の ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化、LED 照明化等の検討をします。 

・利用者のプライバシーが確保され安心して支援を受けられる空間整備 

・集約移転検討施設の既存機能を確保しつつも、異なる施設と複合化することによる諸室の効率的な

利用が可能な施設整備 

・体が不自由な方や妊産婦などの利用にも配慮した施設整備 

・人や車の流れの変化、日照・騒音等の環境の変化に留意し、周辺の住環境に与える影響を十分考 

慮した施設整備 

（1）プロセスに関すること 

使う側（運営・利用者等）の意見を聞き、計画に反映します。 

（2）空間づくりに関すること 

過ごしたくなる空間づくりを意識します。（景観や雰囲気づくり、周辺環境への配慮、地域建材の

活用や木質化の検討） 

（3）事業経営に関すること 

まちの「身の丈にあった」施設整備を推進します。（町財政への影響、費用対効果） 

『建物分散配置』 

① 機能を分けて、建物と組み合わせる。 

② 建物を分散して配置する。 

③ メリット 

・機能を切り分け、建物を小規模化することで段階的整備が可能となります。 

・途中段階での計画変更やニーズの変化に対し、弾力的な対応が可能となります。 

・建物間の人の流れで賑わい効果が生まれます。 

④ デメリット 

・建物に対して、駐車場をどのように配置するか、設定に工夫を要します。 

・建物間の人の流れをどのように生み出すか、動線の設定に工夫を要します。 

・建物間の移動が多くなり、利便性低下の恐れがあります。 
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8 施設の機能 

8－1 施設の機能設定の考え方 

【多目的空間】 

・様々な利用者の日常利用が活発なコミュニティ拠点とします。 

・町民活動、交流、コミュニティ形成を促進します。 

・町民のライフスタイルに寄り添う新たな町民ニーズに対応します。 

【特定目的】 

・保育園、子育て支援センター、児童発達支援事業所 

・老人福祉センター（浴室・介護予防教室等） 

・社会福祉協議会、地域包括支援センター 

・健（検）診会場（乳幼児・住民健（検）診、健康・子育て相談） 

・屋外施設（広場、菜園等） 

【公共性・公益性】 

・公共施設の集約と複合化、行政サービスの利便性向上  

・公共交通との連携 

・旧消防分署及び旧宮城幼稚園の跡地を職員駐車場等として利用 

8－２ 施設の機能 

【子育て活動をする場としての機能】 

・子どもを預けることができます。 

・子どもが学べます。 

・子どもが親と一緒に遊べます。 

【生活支援の場としての機能】 

・生活を維持するための相談ができます。 

【地域福祉の中核を担う機関としての機能】 

・福祉に関する相談ができます。 

・地域福祉（高齢者に関すること、子育てに関すること等）に関わる活動を行うことができます。 

・ボランティア団体などの地域活動を行うことができます。 

・災害時には災害ボランティアセンターの事務所となります。 

【高齢者の生きがいづくりの場としての機能】 

・集まって、お茶や食事をしたり、会話ができます。 

・集まって、ボランティアの活動ができます。 

・集まって、趣味向上や知識習得の活動ができます。 

【誰もが集える場としての機能】 

・住民が展示や発表等のイベントを開催することができます。 

・多世代が会話や活動を通じて交流することができます。 
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9 財源確保 

・ 整備に要する費用を単独で賄うことは困難であり、様々な財源措置を検討し、できるだけ後年度の 

負担を軽減する必要があります。 

・ 自治体負担の軽減のために、財源の一部に公共施設等適正管理推進事業債の集約化・複合化事 

業を充てることを想定しています。 

・ 自治体に有利な地方債については、引き続き、国に対して要望活動を進めていく必要があります。 

・ 整備で導入することが可能な財源措置（地方債、国費による交付金や補助金）などについて情報 

収集し、町の財源負担を減じる検討のほか、基本計画策定及び基本設計策定時には、各機能に必 

要とされる面積精査をします。 

・ 交付金や補助金を導入するにあたっては、付帯する計画等の策定が条件でもあり、関係機関との調 

整が必要になります。 

 以下は活用の可能性のある財源措置としての例です。 

（1）新しい地方経済・生活環境創生交付金 （第２世代交付金） 

・地方公共団体の自主性と創意工夫に基づいた、地方創生に資する地域の独自の取組を支援 

※ 地方版総合戦略に基づき、目指す将来像及び課題の設定等、KPI 設定の適切性に加え、

自立性、地域の多様な主体の参画等の要素を有する事業を支援 

・ソフト＋ハードや分野間連携の事業を一体的に支援するとともに、国による伴走支援を強化 

・事業の検討・実施・検証の各段階において、地域の多様な主体が参画する仕組みの構築 

※ 産官学金労言の参画による事業の進捗状況・効果測定を実施し、効果検証及び評価 

結果・改善方策の公表を義務化されています。 

拠点整備事業（施設整備事業）  市区町村：10 億円/年度、補助率：1/2 

インフラ整備事業（道路、公園等） 市区町村：10 億円（単年度目安 2 億円）、補助率：1/2 

（2）過疎対策事業債 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づいて、過疎地域の市町村が過疎

地域持続的発展市町村計画に基づき行う事業の財源として発行が認められています。（同法第

１４条及び同法施行令に定められている施設の整備） 

       充当率１００％ 地方交付税措置７０％ 
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10 事業手法 

・ 事業手法には、従来の工事発注方式のほか、設計から建設、維持管理・運営までの一連の設計・施 

工一括発注方式、民間の資金や技術力を活用する手法としてＰＦＩ方式、リース方式などあります。 

  なお、事業者の選定には、一般競争入札、指名競争入札、設計競技（コンペ）、技術提案（プロポー 

ザル）などがあります。 

・ 基本計画・設計等の作成にあたり、選定方法には従来からの競争入札や総合評価方式、企画提案

（プロポーザル方式）、設計競争（コンペ方式）による方法が考えられます。 

・ 基本計画策定の段階において、財源支援、事業スケジュールへの影響、建物のライフサイクルコスト 

の縮減や地元経済への貢献等を十分考慮し、効果的・経済的な事業手法の採用することになります。 

 

11 スケジュール  

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

工事関係 

町民会館解体工事 

基本・実施設計業務 

土地測量業務     

開発行為申請 

造成工事 

建築確認申請 

施設工事（施工管理・建築・設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務関係 

  事業検討・協議 

基本構想策定 

基本計画策定 

地域・関係団体説明等 
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資料 １ 

　　社会福祉協議会
　　老人福祉センター

　 児童発達支援事業所  乳幼児健診会場

ふれあいの館
そえだジョイ

旧真木幼稚園
（ひこほたる）

人材開発センター
（福岡県所有）

所在地
大字添田
（添田公園内）

大字添田
（旧児童館内）

大字庄
（旧真木幼稚園）

大字添田
（役場前）

敷地面積 2,215㎡ 1,343㎡ 1,576㎡

延床面積 3,865㎡ 479㎡ 264㎡ 210㎡

竣工 平成７年 昭和５５年 昭和５４年 昭和５1年

施設の内容）
主な諸室

多目的室・会議室
子ども室・趣味室・
事務室外・老人福
祉センター　リスニ
ング室・浴室・集会
室・トイレ

事務室・調理室
会議室・トイレ

機能訓練室１・機能
訓練室２（相談室）・
事務室・給食室・休
憩室・トイレ・倉庫

多目的室（乳幼児
健診等実施会場）
健康・子ども保健係
事務所・トイレ

みどり保育園 たから保育園
くるみ保育園
（地域子育て支援
センター併設）

所在地
大字庄
（添田隣保館横）

大字中元寺
（旧中元寺小裏側）

大字落合
（旧英彦中）

敷地面積 2,767.40㎡ 1,723.82㎡ 6,534.00㎡

延床面積 579.29㎡ 1,723.82㎡ 615.40㎡

竣工 昭和５0年 昭和５6年 昭和５2年

施設の内容）
主な諸室

乳児室×1・保育室
×2・遊戯室×1・調
理室×1・医務室×
1・事務室×1・調乳
室×1・もく浴室×
1・トイレ×2

乳児室×1・ほふく
室×1・保育室×2、
遊戯室×1・調理室
×1・医務室×1・事
務室×1・調乳室×
1・もく浴室×1・ト
イレ×2

乳児室×1・保育
室×2・遊戯室×
1・調理室×1・医
務室×1・事務室×
1・トイレ×2

　 地域包括支援
　 センター

保育園
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備考

社会福祉議会事務所

事務室 職員数15名

会議室 利用定員20名

老人センター

浴室男 最大利用人数10名

浴室女 最大利用人数10名

休憩室 最大利用人数15名

地域包括支援センター

事務室 職員数10名

共有部分

相談室１ 使用人数４名

相談室２ 使用人数4名

静養室 利用定員1名

更衣室男

更衣室女

便所男

便所女

多機能トイレ

調理室

倉庫

共有部分（全施設）

集会室（コアワーキングスペース） 収容人数200名

会議室 使用人数３０名

テレワーク室

指導訓練室1 1人当たり2.47㎡以上　

指導訓練室2 1人当たり2.47㎡以上　

遊戯室 1人当たり1.65㎡以上

便所 幼児・児童が使用

子育て支援センター

支援室 使用人数25名

授乳室

便所 大人・幼児が使用

ほふく室 2歳未満が使用　最低確保面積3.3㎡/人

沐浴室

医務室

保育室１ ３歳が使用　最低確保面積1.98㎡/人

保育室２ ４歳が使用　最低確保面積1.98㎡/人

保育室３ ５歳が使用　最低確保面積1.98㎡/人

遊戯室 最低確保面積1.98㎡/人

園児便所

共有部分

職員便所

倉庫

相談室

更衣室

調理室 調理員休憩室含む

事務室 職員休憩室含む
キッズスペース 保育園 屋外遊戯場 最低確保面積3.3㎡/人
キッズスペース 保育園 屋外遊戯場 最低確保面積3.3㎡/人

一般用５０台以上

保育園用１０台以上

施設名

シニア
スペース

駐車場

保育園（定員60～８０名）

多目的
スペース

キッズ
スペース

児童発達支援事業所（定員1０名）

資料 2 
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資料 3 

位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧宮城

幼稚園 
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資料 4 
 

 

 

添田小中学校 

22,303.53 ㎡ 

旧添田小学校 

24,955.75 ㎡ 

町民会館跡地一体 

6,374.81 ㎡ 

集成図① 

旧宮城幼稚園 

4,016.45 ㎡ 

旧消防署跡地 

2,037.16
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教育エリア 

行政エリア 

福祉エリア 
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資料 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民会館跡地一体 

6,374.81 ㎡ 

集成図② 

健康子育て福祉ゾーン 
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資料 6 
町民アンケート 
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資料 7 ゾーニングイメージ A（分散配置） 
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資料 8 ゾーニングイメージ B（一体的配置） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


